
【ご本人が受けられる給付　】

●申請から１～２ヶ月後に支給

●支給額　標準報酬日額の２／３

●出産後５７日以降申請

　　本人へ 事業主へ

●直接支払制度 ●支給決定から１週間で支給

●支給額・・４２万円／一児 ●支給額・・・休業前賃金の５０％

　　　●出産後すぐ ●初回のみ

（休業前180日の賃金から計算）

●２ヵ月分申請
●育児休業開始から２ヵ月後

●賃金台帳・出勤簿・母子手帳など添付

●２回目以降、ハローワーク交付用紙

●２ヶ月分

②出産手当金（産前４２日±α 、　産後５６日）

③育児休業給付金（出産後５７日目～原則、子１歳まで）

以降同様に、育児休業
終了まで２ヵ月毎に支
給申請→給付を繰返す

保育園に入れない場合

①出産育児一時金

産前産後休暇 育児休業

産前４２日 原則、子が１歳になるまで産後５６日

出産予定

 協会けんぽ 
ご本人の  
銀行口座

 協会けんぽ 医療機関

出産手当金
支給申請書 

出産育児一時
金支給申請書 

出産予定  協会けんぽ ご本人の   協会けんぽ ご本人の  ご本人の  
  出産 

 １歳 1歳２ヶ月 1歳6ヶ月 

ハローワーク ご本人の  
銀行口座

育児休業受給休業開始時 

育児休業給付
金支給申請書 

ハローワーク 

育児休業給付

受給資格確認

通知・支給決定
次回支給日

指定通知 


